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(57)【要約】
【課題】安定性が高く、高機能で、かつ良好な色を呈す
る金属ナノ粒子組成物を簡便に製造できる金属ナノ粒子
組成物の製造方法を提供する。安定性が高く、高機能で
、かつ良好な色を呈する金属ナノ粒子組成物、抗菌剤お
よび染料を提供する。
【解決手段】金属ナノ粒子組成物の製造方法は、２５℃
より低温のアルコールを抽出溶媒として、植物から植物
抽出物を抽出する抽出ステップと、前記植物抽出物と金
属イオンとを含む混合溶液を調製する調製ステップと、
を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２５℃より低温のアルコールを抽出溶媒として、植物から植物抽出物を抽出する抽出ス
テップと、
　前記植物抽出物と金属イオンとを含む混合溶液を調製する調製ステップと、
　を含む、金属ナノ粒子組成物の製造方法。
【請求項２】
　前記アルコールは、
　メタノールであって、
　前記抽出溶媒の温度は、
　０℃である、
　請求項１に記載の金属ナノ粒子組成物の製造方法。
【請求項３】
　８０℃より低温の水を抽出溶媒として、植物から植物抽出物を抽出する抽出ステップと
、
　前記植物抽出物と金属イオンとを含む混合溶液を調製する調製ステップと、
　を含む、金属ナノ粒子組成物の製造方法。
【請求項４】
　前記抽出溶媒の温度は、
　７０～６０℃である、
　請求項３に記載の金属ナノ粒子組成物の製造方法。
【請求項５】
　第１の植物抽出物が１回以上抽出された植物から第２の植物抽出物を抽出する抽出ステ
ップと、
　前記第２の植物抽出物と金属イオンとを含む混合溶液を調製する調製ステップと、
　を含む、金属ナノ粒子組成物の製造方法。
【請求項６】
　前記調製ステップでは、
　前記混合溶液のｐＨを中性に近づけるｐＨ調整剤を混合する、
　請求項１から５のいずれか一項に記載の金属ナノ粒子組成物の製造方法。
【請求項７】
　前記ｐＨ調整剤は、
　炭酸水素ナトリウム水溶液である、
　請求項６に記載の金属ナノ粒子組成物の製造方法。
【請求項８】
　植物抽出物と、
　前記植物抽出物が表面に集積した金属ナノ粒子と、
　を含み、
　前記金属ナノ粒子同士が凝集しない、
　金属ナノ粒子組成物。
【請求項９】
　前記金属ナノ粒子は、
　金ナノ粒子または銀ナノ粒子である、
　請求項８に記載の金属ナノ粒子組成物。
【請求項１０】
　前記植物抽出物は、
　茶抽出物である、
　請求項８または９に記載の金属ナノ粒子組成物。
【請求項１１】
　請求項８から１０のいずれか一項に記載の金属ナノ粒子組成物を含有する、抗菌剤。
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【請求項１２】
　請求項８から１０のいずれか一項に記載の金属ナノ粒子組成物を含有する、染料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属ナノ粒子組成物の製造方法、金属ナノ粒子組成物、抗菌剤および染料に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　金属ナノ粒子は、ナノメートルオーダーの大きさの粒子である。金属ナノ粒子は、金属
単体および金属原子および金属イオンとも異なる物性を示すため、第３の素材として注目
を集めている。金属ナノ粒子は、ナノメートルオーダーの波長を持つ光、すなわち、可視
領域の光と強く相互作用することで、特徴的な色を呈する。この発色は粒子の構造に由来
するため非常に安定で、芸術などの分野において着色料として活用されてきた。また、金
属ナノ粒子は特異な物性を有し、化学反応の触媒としても特徴的な反応性を示す。これに
加え、銀および銅などの金属ナノ粒子には、強い抗菌性が見出されている。金属ナノ粒子
のこのような機能性が産業利用の観点で注目されている。
【０００３】
　近年、金属ナノ粒子の構造および物性が明らかになるにつれ、金属ナノ粒子の様々な合
成法が開発されている。金属ナノ粒子は、保護されていない状態では不安定で、速やかに
凝集して金属の単体を形成する。したがって、金属ナノ粒子を、金属イオンから合成する
場合には、金属イオンを還元して金属原子とする還元剤と、金属ナノ粒子同士が凝集する
のを防ぐ界面活性剤などの保護剤を組み合わせて用いる必要がある。
【０００４】
　より安全な金属ナノ粒子を得るために、還元剤および保護剤として、植物抽出物が利用
されている。植物抽出物に含まれるビタミンＣなどの抗酸化作用を持つ化合物は、自らが
酸化されるため、マイルドな還元剤として機能する。また、植物抽出物には、保護剤とし
て作用するサポニンのような配糖体および多糖類が含まれている。
【０００５】
　例えば、非特許文献１では、沸騰水で煮出した緑茶抽出物を還元剤および保護剤として
使用することで、塩化金（ＩＩＩ）酸（ＨＡｕＣｌ４）水溶液または硝酸銀（ＡｇＮＯ３

）水溶液から金ナノ粒子または銀ナノ粒子が合成されている。また、非特許文献２には、
沸騰水で煮出した紅茶抽出物を還元剤および保護剤として用いて、硝酸銀水溶液から合成
された銀ナノ粒子が開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ａｌｆｒｅｄｏ　Ｒ．　Ｖｉｌｃｈｉｓ－Ｎｅｓｔｏｒ、外５名、「Ｓ
ｏｌｖｅｎｔｌｅｓｓ　ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｐｒｏｐｅｒｔ
ｉｅｓ　ｏｆ　Ａｕ　ａｎｄ　Ａｇ　ｎａｎｏｐａｒｔｉｃｌｅｓ　ｕｓｉｎｇ　Ｃａｍ
ｅｌｌｉａ　ｓｉｎｅｎｓｉｓ　ｅｘｔｒａｃｔ」、Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｌｅｔｔｅｒ
ｓ、２００８年、６２、３１０３－３１０５
【非特許文献２】Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｃ．　Ｍｏｕｌｔｏｎ、外５名、「Ｓｙｎｔｈｅｓｉ
ｓ，　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｂｉｏｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ
　ｏｆ　“ｇｒｅｅｎ”　ｓｙｎｔｈｅｓｉｚｅｄ　ｓｉｌｖｅｒ　ｎａｎｏｐａｒｔｉ
ｃｌｅｓ　ｕｓｉｎｇ　ｔｅａ　ｐｏｌｙｐｈｅｎｏｌｓ」、Ｎａｎｏｓｃａｌｅ、２０
１０年、２、７６３-７７０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　しかし、上記非特許文献１および非特許文献２に開示された方法で合成された金属ナノ
粒子は、安定性が十分ではなく、徐々に凝集してしまう。金属ナノ粒子同士が凝集してし
まうと、金属ナノ粒子に特徴的な色が損なわれる。また、非特許文献２では金属ナノ粒子
の細胞毒性について評価されてはいるものの、非特許文献１および非特許文献２において
は、該金属ナノ粒子の抗菌性などの機能については評価されていない。安定性が十分では
ない金属ナノ粒子では、その機能を適切に評価できないうえに、金属ナノ粒子に特有の機
能が損なわれることがある。
【０００８】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、安定性が高く、高機能で、かつ良好
な色を呈する金属ナノ粒子組成物を簡便に製造できる金属ナノ粒子組成物の製造方法を提
供することを目的とする。また、本発明は、安定性が高く、高機能で、かつ良好な色を呈
する金属ナノ粒子組成物、抗菌剤および染料を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　発明者は、植物抽出物の抽出条件および金属ナノ粒子組成物の合成条件について鋭意研
究を重ねたところ、安定性の高い金属ナノ粒子組成物を得ることができた。さらに、高い
安定性を有する当該金属ナノ粒子組成物の機能を詳細に評価することで、本発明を完成さ
せた。すなわち、
　本発明の第１の観点に係る金属ナノ粒子組成物の製造方法は、
　２５℃より低温のアルコールを抽出溶媒として、植物から植物抽出物を抽出する抽出ス
テップと、
　前記植物抽出物と金属イオンとを含む混合溶液を調製する調製ステップと、
　を含む。
【００１０】
　この場合、前記アルコールは、
　メタノールであって、
　前記抽出溶媒の温度は、
　０℃である、
　こととしてもよい。
【００１１】
　本発明の第２の観点に係る金属ナノ粒子組成物の製造方法は、
　８０℃より低温の水を抽出溶媒として、植物から植物抽出物を抽出する抽出ステップと
、
　前記植物抽出物と金属イオンとを含む混合溶液を調製する調製ステップと、
　を含む。
【００１２】
　この場合、前記抽出溶媒の温度は、
　７０～６０℃である、
　こととしてもよい。
【００１３】
　本発明の第３の観点に係る金属ナノ粒子組成物の製造方法は、
　第１の植物抽出物が１回以上抽出された植物から第２の植物抽出物を抽出する抽出ステ
ップと、
　前記第２の植物抽出物と金属イオンとを含む混合溶液を調製する調製ステップと、
　を含む。
【００１４】
　上記本発明の第１から第３の観点に係る金属ナノ粒子組成物の製造方法において、
　前記調製ステップでは、
　前記混合溶液のｐＨを中性に近づけるｐＨ調整剤を混合する、
　こととしてもよい。



(5) JP 2017-25383 A 2017.2.2

10

20

30

40

50

【００１５】
　また、前記ｐＨ調整剤は、
　炭酸水素ナトリウム水溶液である、
　こととしてもよい。
【００１６】
　本発明の第４の観点に係る金属ナノ粒子組成物は、
　植物抽出物と、
　前記植物抽出物が表面に集積した金属ナノ粒子と、
　を含み、
　前記金属ナノ粒子同士が凝集しない。
【００１７】
　この場合、前記金属ナノ粒子は、
　金ナノ粒子または銀ナノ粒子である、
　こととしてもよい。
【００１８】
　また、前記植物抽出物は、
　茶抽出物である、
　こととしてもよい。
【００１９】
　本発明の第５の観点に係る抗菌剤は、
　上記本発明の第４の観点に係る金属ナノ粒子組成物を含有する。
【００２０】
　本発明の第６の観点に係る染料は、
　上記本発明の第４の観点に係る金属ナノ粒子組成物を含有する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、安定性が高く、高機能で、かつ良好な色を呈する金属ナノ粒子組成物
を簡便に製造できる。また、本発明によれば、安定性が高く、高機能で、かつ良好な色を
呈する金属ナノ粒子組成物、抗菌剤および染料が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施例に係る金属ナノ粒子の溶液を示す図である。
【図２】実施例に係る金属ナノ粒子の溶液で染色した木綿繊維を示す図である。
【図３】煎茶－メタノール抽出液で調製された銀ナノ粒子組成物を示す図である。
【図４】煎茶－メタノール抽出液で調製された金ナノ粒子組成物を示す図である。
【図５】紅茶－メタノール抽出液で調製された銀ナノ粒子組成物を示す図である。
【図６】紅茶－メタノール抽出液で調製された金ナノ粒子組成物を示す図である。
【図７】調製後２４時間経過した金ナノ粒子組成物の溶液を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明に係る実施の形態について図面を参照して説明する。なお、本発明は下記の実施
の形態および図面によって限定されるものではない。
【００２４】
　（実施の形態１）
　実施の形態１について詳細に説明する。本実施の形態に係る金属ナノ粒子組成物の製造
方法は、抽出ステップと、調製ステップと、を含む。以下、各ステップについて説明する
。
【００２５】
　まず、抽出ステップについて説明する。抽出ステップでは、２５℃より低温のアルコー
ルを抽出溶媒として、植物から植物抽出物を抽出する。アルコールは、特に限定されない
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が、例えば、１－ブタノール、２－プロパノール、１－プロパノール、エタノールおよび
メタノールなどが挙げられる。好ましくは、アルコールとしてメタノールが用いられる。
【００２６】
　抽出溶媒の温度は、２５℃より低温である。抽出溶媒は液体であるため、より詳細には
、抽出溶媒の温度は、アルコールの融点より高く、２５℃より低温である。抽出溶媒とし
てメタノールを用いる場合、好ましくは、抽出溶媒の温度は、０℃である。
【００２７】
　植物は、特に限定されないが、金属イオンが集合して形成される金属ナノ粒子の表面に
集積する物質、または金属ナノ粒子に担持される物質を含む植物である。上記植物は、例
えば、抗菌作用、防虫作用、殺虫作用、防臭作用、防腐作用または除虫作用などを有する
物質を含む植物である。該植物を例示すると、オキナグサ（Pulsatilla cernua）、クス
ノキ（Cinnamomum camphora）、コショウ（Piper nigrum）、シソ（Perilla frutescens 
var. crispa）、シロバナムシヨケギク（Tanacetum cinerariifolium）、セージ（Salvia
 officinalis）、センニンソウ（Clematis terniflora）、タチジャコウソウ（Thymus qu
inquecostatus）、チャイブ（Allium schoenoprasum）、チャノキ（Camellia sinensis）
、チョウジ（Syzygium aromaticum）、トウガラシ（Capsicum annuum）、ドクダミ（Hout
tuynia cordata）、ナンテン（Nandina domestica）、バジリコ（Ocimum basilicum）、
ヒガンバナ（Lycoris radiata）、ヒノキ（Chamaecyparis obtusa）、ペニーロイヤルミ
ント（Mentha pulegium）、ホップ（Humulus lupulus）、ユズリハ（Daphniphyllum macr
opodum）、ラベンダー（Lavandula）、ローズマリー（Rosmarinus）およびマリーゴール
ド（Tagetes）などが挙げられる。
【００２８】
　抽出ステップでは、例えば、抗菌作用、防虫作用、殺虫作用、防臭作用、防腐作用また
は除虫作用などを有する物質が、上記植物から植物抽出物として抽出される。植物抽出物
は、例えば、カテキン、カフェイン、サポニン、テアニン、タンニンおよびビタミンＣな
どである。
【００２９】
　抽出ステップでは、例えば、植物の一部を抽出溶媒に所定の時間浸漬すればよい。植物
の一部は、地上部でも地下部でもよく、葉、茎、根および花弁などが適宜用いられる。抽
出ステップに用いる植物は、乾燥させたものでもよい。また、例えば、植物としてチャノ
キの葉を加工した茶葉を用いる場合、茶葉の発酵の程度は任意で、緑茶用である不発酵の
葉でも、紅茶用である発酵させた葉であってもよい。
【００３０】
　具体的には、抽出ステップでは、抽出溶媒としての０℃のメタノールに、緑茶用茶葉を
浸漬し、抽出溶媒の温度を０℃に維持して、１～７２時間、３～４８時間、１２～３６時
間、好ましくは２０～３０時間静置すればよい。抽出溶媒の量は、使用する植物の種類お
よび重量ならびに抽出する植物抽出物の量などによって適宜調整される。例えば、抽出溶
媒として、１００ｍＬのメタノールを使用する場合、茶葉は、５～２０ｇ、好ましくは８
～１５ｇ、特に好ましくは１０ｇである。なお、一度抽出したあとの茶殻も再利用するこ
とができ、同様の条件で複数回抽出した植物抽出物も用いることができる。
【００３１】
　続いて、調製ステップについて説明する。調製ステップでは、上記の植物抽出物と金属
イオンとを含む混合溶液を調製する。金属イオンは、例えば、金イオン、銀イオンおよび
銅イオンなどである。金属イオンは、例えば、塩化金（ＩＩＩ）酸水溶液、硝酸銀水溶液
および塩化銅水溶液などに含まれる。
【００３２】
　より具体的には、調製ステップでは、例えば、抽出ステップで用いた抽出溶媒を濾過し
て得られた植物抽出物を含む溶液と金属イオンを含む溶液と混合し、撹拌することで、混
合溶液が調製される。混合溶液では、金属イオンが自己集積化し、金属ナノ粒子が形成さ
れる。さらに、金属ナノ粒子の表面に植物抽出物が集積し、混合溶液内で金属ナノ粒子組
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成物が形成される。
【００３３】
　また、調製ステップでは、混合溶液のｐＨを中性に近づけるｐＨ調整剤を、混合溶液に
さらに混合してもよい。ｐＨ調整剤は、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリ
ウムの他、リン酸のカリウム塩またはナトリウム塩などを含む。好適には、ｐＨ調整剤は
、炭酸水素ナトリウム水溶液である。ｐＨ調整剤は、金属イオンと同時に植物抽出物を含
む溶液に混合されてもよい。また、植物抽出物を含む溶液にあらかじめｐＨ調整剤を添加
してから、金属イオンを混合して混合溶液を調製してもよい。
【００３４】
　以上詳細に説明したように、本実施の形態に係る金属ナノ粒子組成物の製造方法によれ
ば、２５℃より低温のアルコールを抽出溶媒として用いるため、金属イオンと難溶性錯体
を形成する不要なタンニンの溶出が抑制される。これにより金属ナノ粒子組成物の凝集の
一因となる難溶性錯体の形成を抑制できるため、安定性が高い金属ナノ粒子組成物を簡便
に製造できる。
【００３５】
　また、本実施の形態に係る金属ナノ粒子組成物は、植物に含まれる機能性分子を、大き
な表面積を有する金属ナノ粒子の表面に集積させることができる。このため、当該金属ナ
ノ粒子組成物は、金属ナノ粒子の機能性に加え、植物由来の機能性を併せもつため、高機
能で有用である。
【００３６】
　また、本実施の形態に係る金属ナノ粒子組成物は、金属ナノ粒子の光学的な特性を有す
るため、良好な色を呈する。
【００３７】
　また、本実施の形態に係る金属ナノ粒子組成物の製造方法によれば、例えば植物として
茶葉を使用する場合、飲料用茶の製造などに利用されない商業的価値の低い茶葉を活用す
ることができるだけでなく、一度抽出に用いた植物から抽出した植物抽出物も用いること
ができるので、安価に金属ナノ粒子組成物を製造できる。また、植物として、これまであ
まり利用されていない茶花なども使用できるので、栽培で得られたチャノキの茶葉以外の
部分を有効に利用することができる。
【００３８】
　なお、上記実施の形態では、アルコールはメタノールであって、抽出溶媒の温度は０℃
であってもよいこととした。これにより、不要なタンニンの溶出を適度に抑制することが
できる。
【００３９】
　また、別の実施の形態では、金属ナノ粒子組成物が提供される。該金属ナノ粒子組成物
は、植物抽出物と、植物抽出物が表面に集積した金属ナノ粒子と、を含む。該金属ナノ粒
子組成物においては、下記実施例に記載のように金属ナノ粒子同士が凝集しない。当該金
属ナノ粒子は、好ましくは、金ナノ粒子または銀ナノ粒子である。金ナノ粒子の毒性は極
めて低いので、金ナノ粒子を含む金属ナノ粒子組成物は、例えば、ヒトに接触する製品な
どの材料として使用することができる。また、銀ナノ粒子は強い抗菌性を有するため、銀
ナノ粒子を含む金属ナノ粒子組成物は、抗菌性材料として使用できる。さらに、植物抽出
物として茶抽出物を使用すれば、抗菌性を有するカテキンなどを銀ナノ粒子の表面に集積
させることができるので、銀ナノ粒子を含む金属ナノ粒子組成物は、さらに強力な抗菌性
材料となる。
【００４０】
　また、上記金属ナノ粒子組成物は、良好な色を呈するので、染料、着色料などの用途に
も好適である。なお、金属イオンとして白金イオンまたはパラジウムイオンを用いること
で、当該金属ナノ粒子組成物を、触媒として利用することができる。
【００４１】
　（実施の形態２）
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　次に、実施の形態２について説明する。本実施の形態は、上記実施の形態１と抽出ステ
ップのみが異なる。以下では、上記実施の形態１と異なる点について主に説明する。
【００４２】
　本実施の形態における抽出ステップでは、８０℃より低温の水を抽出溶媒として、植物
から植物抽出物を抽出する。抽出溶媒の温度は、水が凍らない限り、８０℃より低温であ
るが、特には７５～５０℃、好ましくは７０～５５℃、より好ましくは７０～６０℃、特
に好ましくは６５℃である。また、抽出溶媒の温度は、０℃を超えて室温以下の温度でも
よく、例えば、０℃を超えて２０℃以下、０℃を超えて１０℃以下、好ましくは０℃を超
えて４℃以下でもよい。
【００４３】
　本実施の形態に係る金属ナノ粒子組成物の製造方法によれば、８０℃より低温の水を抽
出溶媒とすることで、沸騰水で抽出した場合よりも溶出するタンニンを減らすことができ
る。これにより、本実施の形態に係る金属ナノ粒子組成物の安定性が向上し、彩色性も改
善される。
【００４４】
　（実施の形態３）
　さらに、実施の形態３について説明する。本実施の形態に係る金属ナノ粒子組成物の製
造方法は、抽出ステップと調製ステップとを含む。以下では、上記実施の形態１と異なる
点について主に説明する。
【００４５】
　抽出ステップでは、第１の植物抽出物が１回以上抽出された植物から第２の植物抽出物
を抽出する。当該抽出ステップで用いる植物は、第１の植物抽出物がすでに抽出された植
物である。第１の植物抽出物は、任意の方法で抽出されてよく、例えば、抽出溶媒として
の沸騰水に、植物を所定の時間浸漬することで抽出される。また、第１の植物抽出物は、
上記実施の形態１および実施の形態２の抽出ステップのように、８０℃より低温の水また
はアルコールを抽出溶媒としてもよい。好ましくは、第１の植物抽出物には、主にタンニ
ンが含まれる。第１の植物抽出物としてタンニンがすでに抽出された植物を抽出ステップ
で用いることで、第２の植物抽出物におけるタンニンの含有量が抑えられる。
【００４６】
　抽出ステップにおいて、第２の植物抽出物は、第１の植物抽出物の抽出と同様に、任意
の方法で抽出されてよい。例えば、抽出溶媒としての沸騰水に、植物を所定の時間浸漬す
ることで抽出してもよいし、上記実施の形態１および実施の形態２の抽出ステップのよう
に、８０℃より低温の水またはアルコールを抽出溶媒としてもよい。なお、当該抽出ステ
ップで用いる植物は、第１の植物抽出物が１回、２回、３回抽出されたもの、または４回
以上抽出されたものでもよい。
【００４７】
　調製ステップでは、第２の植物抽出物と金属イオンとを含む混合溶液を調製する。例え
ば、抽出ステップの前に第１の植物抽出物が抽出された煎茶用茶葉から第２の植物抽出物
を抽出した場合、第２の植物抽出物と金属イオンとを混合し、混合溶液を調製すればよい
。
【００４８】
　本実施の形態では、第１の植物抽出物としてタンニンがすでに抽出された植物から第２
の植物抽出物を抽出することで、金属イオンと難溶性錯体を形成する不要なタンニンの量
を減らすことができる。これにより、本実施の形態に係る金属ナノ粒子組成物の安定性が
向上し、彩色性も改善される。
【００４９】
　また、本実施の形態に係る金属ナノ粒子組成物の製造方法によれば、例えば植物として
茶葉を使用する場合、飲料用茶の製造過程で生じた使用済みの茶葉を利用することができ
るので、安価に金属ナノ粒子組成物を製造できる。
【００５０】
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　なお、抽出ステップで用いる植物は、植物から第１の植物抽出物を事前に抽出すること
で準備してもよい。
【００５１】
　また、別の実施の形態では、金属ナノ粒子組成物の製造方法は、植物から植物抽出物を
複数回抽出する抽出ステップと、抽出ステップで抽出された植物抽出物のうち、２回目以
降に抽出された植物抽出物と金属イオンとを含む混合溶液を調製する調製ステップと、を
含んでもよい。例えば、植物として緑茶用茶葉を用いる場合、抽出ステップで茶葉から植
物抽出物を２～５回、好ましくは３回抽出すればよい。そして、調製ステップでは、３回
目に抽出された植物抽出物と金属イオンとを含む混合溶液を調製すればよい。
【００５２】
　ここで、抽出回数は、使用する植物、特には該植物におけるタンニンの含有量に応じて
決定されてもよい。この場合、植物におけるタンニンの含有量が多ければ抽出回数を増や
し、植物におけるタンニンの含有量が少なければ、抽出回数を減らせばよい。具体的には
、使用する植物の単位重量あたりのタンニンの含有量が茶葉よりも少ない場合、植物から
植物抽出物を２回抽出すればよい。一方、使用する植物の単位重量あたりのタンニンの含
有量が茶葉よりも多い場合、植物から植物抽出物を４～６回抽出すればよい。なお、抽出
ステップで複数回に分けて抽出された植物抽出物において、各回のタンニンの量を定量し
、タンニンの量に応じて、調製ステップにおいて、いずれの回の植物抽出物を使用するか
を決定してもよい。
【００５３】
　（実施の形態４）
　実施の形態４について説明する。本実施の形態に係る抗菌剤は、上記各実施の形態で説
明した金属ナノ粒子組成物を含有する。該金属ナノ粒子組成物は、金属ナノ粒子の表面に
植物抽出物が集積されているので、植物抽出物の機能を有する。植物抽出物であるカテキ
ン、カフェイン、サポニン、テアニンおよびビタミンＣなどは、細菌などの増殖を抑制す
る、もしくは、抗菌作用または殺菌作用を有する。また、当該植物抽出物は、抗ウイルス
作用を有する。
【００５４】
　金属ナノ粒子組成物は、含有する金属の機能も有する。このため、抗菌性を有する金属
イオンとして、例えば銀イオンまたは銅イオンを用いることで、当該金属ナノ粒子組成物
に、植物抽出物が有する抗菌性に加え、金属ナノ粒子組成物の抗菌性をさらに付与するこ
とができる。
【００５５】
　上記抗菌剤が抗菌作用を示す細菌には、グラム陽性菌およびグラム陰性菌が含まれる。
グラム陽性菌としては、ブドウ球菌、連鎖球菌、肺炎球菌、たんそ菌、セレウス菌、ジフ
テリア菌、リステリア、破傷風菌、ボツリヌス菌、およびウェルシュ菌などが挙げられる
。グラム陰性菌としては、肺炎かん菌、ナイセリア、バクテロイデス、大腸菌、赤痢菌、
サルモネラ菌、コレラ菌、キャンピロバクター、緑膿菌、プロテウス、セラチア、ヘモフ
ィルス、ボルデテラ、およびエルシニアなどが挙げられる。ウイルスは、特に限定されず
、インフルエンザウイルス、コロナウイルス、エプスタイン・バーウイルス、肝炎ウイル
ス、ヘルペスウイルス、ヒトパピローマウイルス、およびサイトメガロウイルスなどであ
る。
【００５６】
　上記抗菌剤は、公知の方法で担体に担持させることができる。担体は特に限定されない
が、植物性繊維、動物性繊維および化学繊維などの繊維、紙、樹脂、木材および金属など
である。例えば、布に抗菌剤を担持させる場合、抗菌剤を含む溶液に布を浸漬したり、布
に抗菌剤を噴霧したりすればよい。抗菌剤を担持させた布を、各種の素材、マスクおよび
下着などに加工することで、抗菌性を有する製品が提供される。
【００５７】
　担体に担持させる当該抗菌剤の量は、担体の用途、抗菌作用を及ぼしたい細菌などの種
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類に応じて、適宜調整すればよい。
【００５８】
　以上詳細に説明したように、本実施の形態に係る抗菌剤は、金属ナノ粒子の表面に強い
抗菌性を有する植物抽出物を集積することができるので、種々の細菌の増殖抑制、殺菌お
よび抗ウイルスなどの作用を有する。本実施の形態に係る抗菌剤は、銀ナノ粒子または銅
ナノ粒子などの抗菌性を有する金属ナノ粒子を含むことで、さらに強い抗菌性を有する。
【００５９】
　（実施の形態５）
　実施の形態５について説明する。本実施の形態に係る染料は、上記各実施の形態で説明
した金属ナノ粒子組成物を含有する。該金属ナノ粒子組成物は、金属ナノ粒子の光学的な
特性を有するため、特徴的な色を呈する。
【００６０】
　上記染料によれば、公知の方法で染色対象を様々な色に染めることができる。染色対象
は、特に限定されないが、植物性繊維、動物性繊維および化学繊維などの繊維、紙および
樹脂などである。例えば、布を染色する場合、当該染料を含む溶液に布を浸漬すればよい
。必要に応じて、当該布を乾燥させてもよい。
【００６１】
　上記染料によって染色対象が呈する色は、使用する植物から抽出される植物抽出物の色
、金属ナノ粒子の色および該植物抽出物の色と該金属ナノ粒子の色との組み合わせによっ
て調整できる。植物として茶葉を用いる場合、茶葉の種類および発酵の程度などで染料の
呈する色が異なる。よって、茶葉の種類および茶葉の発酵の程度を変えることで染料の色
を調整できる。
【００６２】
　以上詳細に説明したように、本実施の形態に係る染料によれば、金属ナノ粒子の特徴的
な発色により、良好な色を呈する。また、金属ナノ粒子の色と植物抽出物の色とのバラン
スを調整することで、染色対象を様々に彩色することができる。
【００６３】
　以下の実施例により、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は実施例によって限
定されるものではない。
【実施例】
【００６４】
　（茶葉抽出液の調製）
　１０ｇの煎茶用茶葉（鹿児島産、お茶の沢田園社製）に６５℃のイオン交換水を１００
ｍＬ加え、５分後に濾過した。濾液を煎茶－水抽出液とした。
【００６５】
　あらかじめ０℃に冷却したメタノール１００ｍＬに１０ｇの煎茶用茶葉を加え、そのま
ま０℃で静置した。２４時間後、メタノールを吸引濾過し、濾液を煎茶－メタノール抽出
液とした。
【００６６】
　あらかじめ０℃に冷却したメタノール２００ｍＬに２０ｇの紅茶用茶葉（インドおよび
スリランカ産、日東紅茶社製）を加え、そのまま０℃で静置した。２４時間後、メタノー
ルを吸引濾過し、濾液を紅茶－メタノール抽出液とした。
【００６７】
　（金属ナノ粒子組成物の調製）
　煎茶－水抽出液１００ｍＬに、１０－２Ｍの炭酸水素ナトリウム水溶液８０ｍＬを加え
、さらに、１０－２Ｍの硝酸銀水溶液２０ｍＬを加え、激しく攪拌した。これにより、銀
ナノ粒子組成物（実施例１）溶液を得た。
【００６８】
　煎茶－水抽出液１００ｍＬに、１０－２Ｍの炭酸水素ナトリウム水溶液８０ｍＬを加え
、さらに、１０－２Ｍの塩化金（ＩＩＩ）酸水溶液２０ｍＬを加え、激しく攪拌した。こ
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【００６９】
　上記実施例１の調製における煎茶－水抽出液を煎茶－メタノール抽出液に代えて、同様
の操作により、銀ナノ粒子組成物（実施例３）溶液を得た。さらに、炭酸水素ナトリウム
水溶液を加えない点を除いて同様に銀ナノ粒子組成物（実施例３ａ）溶液も調製した。ま
た、上記実施例２の調製における煎茶－水抽出液を、煎茶－メタノール抽出液に代えて、
同様の操作により、金ナノ粒子組成物（実施例４）溶液を得た。さらに、炭酸水素ナトリ
ウム水溶液を加えない点を除いて同様に金ナノ粒子組成物（実施例４ａ）溶液も調製した
。
【００７０】
　上記実施例１の調製における煎茶－水抽出液を紅茶－メタノール抽出液に代えて、同様
の操作により、銀ナノ粒子組成物（実施例５）溶液を得た。さらに、炭酸水素ナトリウム
水溶液を加えない点を除いて同様に銀ナノ粒子組成物（実施例５ａ）溶液も調製した。ま
た、上記実施例２の調製における煎茶－水抽出液を紅茶－メタノール抽出液に代えて、同
様の操作により、金ナノ粒子組成物（実施例６）溶液を得た。さらに、炭酸水素ナトリウ
ム水溶液を加えない点を除いて同様に金ナノ粒子組成物（実施例６ａ）溶液も調製した。
【００７１】
　（比較例の調製）
　上記非特許文献１と同様に、煎茶用茶葉を用いた金ナノ粒子組成物（比較例１）溶液を
次のように調製した。１．５ｇの煎茶用茶葉をイオン交換水１００ｍＬに入れ沸騰させた
。得られた抽出液４ｍＬに、１０－３Ｍの塩化金（ＩＩＩ）酸水溶液を５ｍＬ加え、さら
にイオン交換水を１ｍＬ加え、１０ｍＬとした。
【００７２】
　銀イオンを金イオンに代えて、上記非特許文献２と同様の方法で、紅茶用茶葉を用いた
金ナノ粒子組成物（比較例２）溶液を次のように調製した。１ｇの紅茶をイオン交換水５
０ｍＬに入れ沸騰させた。これを濾過した抽出液２ｍＬに、１０－２Ｍの塩化金（ＩＩＩ
）酸水溶液０．４ｍＬを加え、さらにイオン交換水を２ｍＬ加えた。
【００７３】
　実施例１～６および比較例１、２の調製に用いた茶葉の種類、抽出溶媒および金属イオ
ンを表１に示す。
【００７４】
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【表１】

【００７５】
　（木綿繊維の染色）
　あらかじめ煮沸殺菌し乾燥させた木綿繊維を、実施例１～６の溶液に浸し、２４時間静
置した。その後、木綿繊維を取り出し風乾し、イオン交換水で洗浄した。この結果、実施
例１～６は木綿繊維上に担持され、木綿繊維に着色した。
【００７６】
　（抗菌活性試験）
　実施例１～６を担持させた木綿繊維の殺菌活性を評価した。また、木綿繊維と同様に羊
毛に実施例１～４を担持させ、当該羊毛の殺菌活性を評価した。殺菌活性は、ＪＩＳ　Ｌ
　１９０２：２００８「繊維製品の抗菌性試験および抗菌効果」１０　定量試験　１０．
１　菌液吸収法で評価した。生菌数は、混釈平板培養法で測定した。使用した菌は、グラ
ム陽性菌である黄色ブドウ球菌およびグラム陰性菌である肺炎かん菌である。
【００７７】
　（結果）
　表２は、黄色ブドウ球菌に対する実施例１～６の殺菌活性を示す。生菌数の「＜２０」
は、生菌を検出しなかったことを示す。また、本試験では、殺菌活性値が０以上の場合、
殺菌活性を認めるといえる。木綿繊維に担持させた場合、実施例１～６は、いずれも非常
に高い殺菌活性を示した。一方、羊毛に担持させた場合、実施例１～４は、殺菌活性を示
さなかった。
【００７８】
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【表２】

【００７９】
　表３は、肺炎かん菌に対する実施例１～６の殺菌活性を示す。木綿繊維に担持させた場
合、実施例６を除く実施例１～５は、いずれも非常に高い殺菌活性を示した。一方、羊毛
に担持させた場合、実施例１～４は、殺菌活性を示さなかった。
【００８０】

【表３】

【００８１】
　図１は、実施例３～６および実施例３ａ～６ａの溶液を示す。実施例３～６は、非常に
安定で時間が経過しても凝集せず、金ナノ粒子または銀ナノ粒子特有の発色を示し、高い
彩色性を有していた。一方、実施例３ａ～６ａは、金ナノ粒子または銀ナノ粒子特有の発
色を示すものの、ごく少量の沈殿が見られた。実施例３～６のように、炭酸水素ナトリウ
ム水溶液を加えることで、実施例３ａ～６ａよりも溶液のｐＨを中性に近づけることで、
実施例３～６の安定性が向上することが示された。
【００８２】
　なお、実施例１および実施例２についても、実施例３および実施例４と同様に、非常に
安定で時間が経過しても凝集せず、金ナノ粒子または銀ナノ粒子特有の発色を示すことを
確認した。
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【００８３】
　図２に実施例３～６によって着色された木綿繊維を示す。実施例３、４の場合、煎茶用
茶葉に含まれる葉緑素由来の緑色に、銀ナノ粒子および金ナノ粒子の色がそれぞれ加わっ
た色調で木綿繊維が染色された。一方、実施例５、６の場合には、銀ナノ粒子および金ナ
ノ粒子それぞれに特有の色が強く出た。実施例３～６は、彩色性豊かな天然由来の染料と
して利用することができる。
【００８４】
　図３～６は、実施例３～６を担持させた上記木綿繊維の表面を走査型電子顕微鏡で撮像
した画像をそれぞれ示す。粒径が１０～２０ｎｍの銀ナノ粒子組成物または金ナノ粒子組
成物が木綿繊維の表面に形成されていることが確認できた。
【００８５】
　（抽出済みの煎茶用茶葉を用いた金ナノ粒子組成物の調製）
　煎茶用茶葉１０ｇに１００℃のイオン交換水を１００ｍＬ加え、５分後に濾過した。こ
の操作をさらに２回繰り返した。３回目の操作で得られた煎茶－水抽出液を用いて、実施
例１の調製と同様に、煎茶－金ナノ粒子組成物（実施例７）溶液を得た。
【００８６】
　実施例７は、非常に安定で時間が経過しても凝集せず、金ナノ粒子または銀ナノ粒子特
有の発色を示し、高い彩色性を有していた。
【００８７】
　（安定性の比較試験）
　図７は、調製後２４時間経過した実施例２、実施例６、比較例１および比較例２の溶液
を示す。比較例１では、塩化金（ＩＩＩ）酸水溶液を添加した直後に溶液の色の変化が見
られたが、２４時間後は沈澱が生じた。比較例２でも同様に沈澱が生じた。比較例１およ
び比較例２の調製方法では、金ナノ粒子が凝集し、金ナノ粒子よりも大きな不溶性の金属
の塊となったため、沈殿が生じたと考えられる。
【００８８】
　一方、実施例２の溶液は、５５２ｎｍに極大吸収波長を有する深紫色の均一な溶液であ
った。また、実施例６の溶液は、５３４ｎｍに極大吸収波長を持つ赤色の均一な溶液であ
った。実施例２および実施例６は、それぞれ金ナノ粒子特有の吸収波長を示したことから
、安定な金ナノ粒子コロイド溶液が得られたと考えられる。
【００８９】
　上述した実施の形態は、本発明を説明するためのものであり、本発明の範囲を限定する
ものではない。すなわち、本発明の範囲は、実施の形態ではなく、特許請求の範囲によっ
て示される。そして、特許請求の範囲内およびそれと同等の発明の意義の範囲内で施され
る様々な変形が、本発明の範囲内とみなされる。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　本発明は、新規な金属ナノ粒子組成物の製造、抗菌剤および染料の製造に好適である。
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